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参考１

１． 中国・四国支部会員数（１９９９年度日現在）：　４９７

　　Ａ（２３８）：岡山県（１１４），鳥取県（１１），島根県（３９），山口県（６４）

　　Ｂ（１３５）：愛媛県（４５），香川県（１８），徳島県（４１），高知県（３１）

　　Ｃ（１２４）：広島県

２． 日本数学会の正会員の代表として代議員をおく（日本数学会定款第１９条）。

３． 日本数学会に評議員をおく（定款第２１条）。

４． 評議員，代議員の任期は１年。ただし再任を妨げない（定款第２２条，細則第１５条）。

５． 支部評議員は次期支部評議員候補者名を１１月上旬の定められた日までに選挙管理委

員会に通知する（細則第 11 条 2 項），また次期代議員候補者名を１月の定められた日

までに選挙管理委員会に通知する（細則第 1４条１項）。

６． 役員，評議員および代議員を民法上の社団法人日本数学会の社員とする（定款第２９

条）。

７． 総会の議事は社員の過半数以上が出席しなければ開くことが出来ない（定款第４２条）。

参考２（中国・四国支部総会議事録記載事項）

１．１９７２年度より支部評議員３名

２．１９７４年度，１９７５年度議事録に評議員選出方法について記載

　　１９７４年度：広大１，支部会開催校１，四国１

　　　　　　　　　開催校が四国のときは四国が２とならないよう考慮

　　１９７５年度：四国１を原則とすることが承認された

３．１９８６年度：岡山理科大学と鳴門教育大学の支部例会開催校への加入

４．１９９９年度：２００１年度支部会開催予定校鳥取大学より，大学改革により教養部

　　および教育学部の数学教室が無くなり支部開催が困難なので次に予定されてる大学へ

　　まわして欲しい旨の申し入れがあり，支部総会にて了承された。


